
【宮城県医師確保計画（中間案）に対する関係機関・団体からの御意見等、それに対する県の考え方及び（最終案）への反映状況】

最終案

ページ
編 章 項目名

1
白石市

医師会
8 Ⅲ 1 医師偏在指標

　医師偏在指標は、医師数のみを考えており、診療科の偏在は考えてい

ない。診療科の偏在も考える必要があると思う。

　医師偏在指標は、全診療科を対象とした指標となっており、「産科」、「小児科」以

外の診療科の偏在は加味されておりません。診療科の偏在は、県としても重要な課題で

あると認識しておりますので、引き続き今後の施策を検討し、取り組んでまいります。

2 涌谷町 14 Ⅲ 2

医師少数区域・

医師多数区域の設定

（１）概要

（２）本県の状況と区域

指定【暫定値ベース】

　意見ではないが、本文中に多数ある図・表のうち番号が記されていな

いものは、番号を記す方がよろしいかと思う。

（例）（１）8行目「（【図４】参照）」の【図４】がない。

　　　（２）1行目「「表１」のとおり」の「表１」がない。

　御指摘を踏まえ、最終案において修正いたします。

3 仙台市 20 Ⅴ 1 目標医師数の考え方

　1行目「令和2(2020)年～令和5年(2023)年」は、「令和2(2020)年度

～令和5年(2023)年度」の誤りではないか。表紙の記載と合っていな

い。

　御指摘のとおり。最終案において修正いたします。

4 石巻市
21

ほか
Ⅴ 2

県及び二次医療圏等にお

ける目標医師数　ほか

　石巻・登米・気仙沼医療圏における医師数は明らかに不足しているた

め、医師の確保及び偏在の解消の実現について、さらに医師確保計画に

反映していただけるようよろしくお取り計らい願います。

　「石巻・登米・気仙沼医療圏」を含め「医師少数区域」となっている仙台医療圏以外

の3つの二次医療圏において、医師数が明らかに不足している状況は県としても認識して

おり、今後とも医師の確保及び地域偏在解消に努めてまいりますので、御理解願いま

す。

８

関係

機関・

団体

項目等（ページ順）
御意見等の内容

※ページは（中間案）のもの

御意見等に対する県の考え方

及び（最終案）への反映状況
No.

資料２別紙２
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5

宮城県

保険者

協議会

21 Ⅴ 2
県及び二次医療圏等にお

ける目標医師数

　本県及び各二次医療圏の目標医師数は現状と同じとされているが、産

科と小児科の医師数は増やす目標となっている。

　現在医師数には大学の臨床系の教員や各病院の研修医が含まれてお

り、実質的には医師不足の状況であることから、目標医師数にかかわら

ず医師確保に取り組むとされているが、これでは目標数の意味を果たし

ていないのではないか。数字ありきでないことは理解するが、診療科ご

とに医師数を調整するとも受け止められる。

　そこで、産科と小児科を特筆した経緯は理解できるため、結果として

全体の医師数が増加する旨、加筆してはいかがか。または、研修医等を

除いた医師数を明らかにし、絶対的に医師数が不足していることを明確

にするのはいかがか。

　なお、この計画の範ちゅうではないが、ここ数年、少子高齢化や出生

率の減少も影響していると思われるが、産婦人科医において産科は行わ

ず、婦人科のみの診療に特化している個人病院が増加している傾向にあ

る。経営面から支援することも考えられるが、地元での分娩を推奨する

政策も必要と考える。

　本計画は厚生労働省の医師確保計画策定ガイドライン等に沿って策定することとなっ

ており、本県の場合、全診療科を対象とした全体計画の目標医師数は現在の医師数が上

限となるため、今回の数値設定は、やむを得ないものであることを御理解願います。

　しかしながら、医師の時間外労働の上限規制等を加味した令和18年時点の必要医師数

（p.30）は現在医師数よりも大幅に増加する見通しですので、県としては、今回の目標

医師数にかかわらず、引き続き医師の確保に努めていくこととしておりますので、御理

解願います。

　なお、地元での分娩を推奨する政策については、医師の確保を含めた医療政策全般に

かかわることになりますので、今後の施策検討の参考意見とさせていただきます。

6 仙台市 22 Ⅵ
目標医師数を達成するた

めの施策

　14行目「「必要医師数を達成するための施策」に」の「に」は、文章

のつながり的に「の」の方が適当と考えるがいかがか。

　「必要医師数」は最終的に参考記載（p.30【参考1】）となり、計画中に「必要医師数

を達成するための施策」の記述がなくなったため、最終案において修正いたします。

7 仙台市 23 Ⅵ 1

目標医師数を達成するた

めの施策

政策的医師配置関係事業

の推進

④医学生修学資金貸付事

業

　当該事業の償還免除条件は、貸付年限の1.5倍の期間、仙台市を除く

宮城県内の医療機関で勤務するというものであるが、産科医及び小児科

医の確保のため、「産科医及び小児科医」として勤務する場合は、例え

ば、償還免除の期間を貸付年限の１倍など勤務年数を減らす方向で検討

を行ってはいかがか。

　医学生修学資金貸付事業については、本年度から国の全国統一ルールが適用され、償

還免除の条件を貸付期間の1.5倍に延長したものであり、残念ながらご提案の義務年限の

短縮は難しいところです。

　なお、東北医科薬科大学医学部の修学資金制度（Ａ方式・宮城県）を活用した卒業医

師に係る修学資金の償還免除条件（10年間）については、特定診療科（「産科」、「小

児科」などの特に医師が不足している診療科）に勤務した場合、2年間短縮する仕組みが

あるため、有効に活用していきたいと考えております。

8 仙台市 29 Ⅵ 5

目標医師数を達成するた

めの施策

東北医科薬科大学医学部

卒業医師輩出を見据えた

取組の検討

　1行目に「東北医科薬科大学医学部は令和2年度には医学部開設から5

年目を迎え」とあるが、計画期間が令和5年度までであるため、「令和

〇年度には、第1期生が卒業を迎え」等の表現に変える方が適切と考え

るがいかがか。

　最終案において表現を次のとおり修正いたします。「平成28年度に新設された東北医

科薬科大学医学部は第1期生の卒業を令和4年3月に控えています。」

９
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9
白石市

医師会
33 Ⅶ 1

産科医師確保計画

（１）医師偏在指標、相

対的医師少数区域と本県

の状況

　仙南医療圏において、平成28年度の産科医師数は11人だが、医師少

数区域とはなっていない。来年度から、みやぎ県南中核病院の産科医師

が2人減り、さらに東北大学の考えもあり、仙南で出産できる施設が個

人診療所2か所となり、当該診療所の医師が高齢であることもあり、仙

南医療圏で出産できる施設がなくなることを考慮してほしい。

　今回の計画策定に当たっては、全国一律の基準として平成28年の医師数を基礎数値と

しているため、仙南医療圏は産科における「相対的医師少数区域」となっておりません

が、御指摘の状況は県でも把握しております。

　県としては、東北大学と連携した産科医の養成・確保に向けた取組や県外からの招へ

いを強化し、産科医師の確保に努めてまいります。

10 涌谷町 36 Ⅶ 1

産科医師確保計画

（１）医師偏在指標、相

対的医師少数区域と本県

の状況

　意見ではないが、本文中に多数ある図・表のうち番号が記されていな

いものは、番号を記す方がよろしいかと思う。

（例）下から3行目「「表１」のとおり」の「表１」がない。

　御指摘を踏まえ、最終案において修正いたします。

11 涌谷町 40 Ⅶ 2

小児科医師確保計画

（１）医師偏在指標、相

対的医師少数区域と本県

の状況

　意見ではないが、本文中に多数ある図・表のうち番号が記されていな

いものは、番号を記す方がよろしいかと思う。

（例）①3行目「【図８－１】」の【図８－１】がない。

　御指摘を踏まえ、最終案において修正いたします。

12 仙台市 44 Ⅶ 2

小児科医師確保計画

（２）医師確保の方針、

目標医師数

　9行目※「該当する方向性を、産科における医師確保方針としま

す。」とあるが「小児科」の誤りではないか。

　御指摘のとおり。最終案において修正いたします。

13 仙台市 46 Ⅶ 2

小児科医師確保計画

（３）目標医師数を達成

するための施策

　10行目※「事業のうち産科」は「小児科」の誤りではないか。 　御指摘のとおり。最終案において修正いたします。

１０


